
平成２６年度地域文化振興支援事業実施要綱 

 

１ 趣旨 

  地域住民が主体となった文化事業を支援することにより、置賜地域の文化振興と地域の活性化

を図ることを目的とする。 

 

２ 対象団体 

  対象団体は、支援対象の文化事業を実施するための実行委員会であり、次の要件を満たすもの

とする。 

(１)置賜地域の団体又は住民を主体とした団体であること。 

(２)団体の規約・役員等が明確であり、かつ、適切な会計処理ができる団体が実行委員会の構成

員に含まれていること。 

 

３ 対象事業 

(１)置賜地域の文化資源の利活用、置賜地域の複数の団体による市町の枠を超えた広域的連携、

次世代の文化を担う人材の育成等により地域の文化振興に資する内容を有すると認められる

こと。 

(２)置賜地域において一般県民に公開されるものであること。 

 (３)実施にあたって、会場の使用等に確実性が認められること。 

(４)置賜文化フォーラムの共催決定日から平成２７年３月３１日までの間に実施される事業であ

ること。 

(５)次のいずれかに該当する事業は対象としない。 

①専ら営利を目的とする事業 

②特定の政治又は宗教活動を目的とする事業 

③発表が、学校、企業、職能団体、習いごと教室等の団体の内部にとどまり、広く県民に

公開されることのない事業 

④一流一派的色彩の強い事業 

⑤県内各地域持ち回りで開催されている事業 

⑥県または市町からの補助・委託等を前提に行う事業（ただし、事業展開上必要な事業規模拡

大やグレードアップを図る「嵩上げ」部分は対象とすることができる。） 

⑦平成２３年度から平成２５年度までの間、連続して共催団体（置賜文化フォーラムから事業

の共催の承認を受けた団体をいう。以下同じ。）の代表者だった者が代表となる団体の事業  

(６)一事業に対する支援は、最大３回までとする。 

 

４ 共催負担金 

  対象事業に係る直接経費（入場料・参加料等収入及び有料頒布する図録・パンフレット等の販

売収入がある場合には、当該収入を控除した額、他団体からの補助金等助成金収入がある場合に

は、当該助成金収入を控除した額）を基本として必要と認める額を負担するものとし、費用負担

は４００千円（一事業を複数年にわたり実施する場合にあっては、２年目以降は、２００千円）

を上限とする。ただし、別表に掲げる経費は対象としない。 

 

５ 損害賠償の免責 

  事業の実施に伴い発生した損害賠償の責任については、置賜文化フォーラムは責めを負わない

ものとする。 

 

６ 共催の表示 



  共催団体は、共催事業の円滑な推進を図るとともに、実施にあたっては、置賜文化フォーラム

との共催事業であることを印刷物等に表示しなければならない。 

 

７ 共催の申請 

  事業の共催を希望する団体は、次に掲げる書類を添付した「共催事業実施申請書」（別記様式１）

を平成２６年４月３０日まで置賜文化フォーラム会長あて提出しなければならない。 

 （１）事業計画書（別紙１） 

 （２）事業の収支予算の内訳（別紙２） 

 （３）団体の概要（別紙３） 

 （４）実行委員会等の組織の規約、役員名簿 

 （５）その他必要と認められる書類 

 

８ 共催の決定 

  置賜文化フォーラムは、上記７の申請を審査のうえ共催の可否を決定し、当該申請を行った団

体に対して通知するとともに、共催団体を公表する。 

  

９ 変更承認申請 

  共催団体は、事業の共催が決定した後に、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、直ちに

「共催事業変更承認申請書」（別記様式２）を置賜文化フォーラム会長あて提出しなければならな

い。 

  なお、変更申請のあった事業の内容によっては、共催の決定を取り消すことがある。 

 

10 共催事業の進捗状況報告 

  置賜文化フォーラムは、共催事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要があると認めるときは、

共催団体に対して、共催事業の進捗状況に関する報告を求めることができる。 

 

11 実績報告 

  共催団体は、事業終了後３０日以内に、次に掲げる書類を添付した「共催事業実績報告書」（別

記様式３）を提出しなければならない。 

  （１）事業実績書（別紙１） 

  （２）事業の収支決算の内訳（別紙２） 

  （３）事業のチラシ、当日配布パンフレット等 

  （４）その他必要と認められる書類 

 

12  帳簿等の保存期間 

共催団体は、共催事業に係る帳簿及び証拠書類を、事業終了後５年間保存しなければならない。 

 

13  事業報告会の開催 

置賜文化フォーラムは、全事業終了後、事業報告会を開催するものとし、共催団体は、事業報

告会において、事業の成果を発表するものとする。 

 

別表 

 

 

 

 

１ 恒常的な運営費（事務所維持費、電話代、事務機器・事務用品の購入費等） 

２ レセプション・パーティに係る経費、交際費、接待費、打上げ費、食費 

３ 公立文化施設の使用料、コンクール・公募展に係る賞金及び賞品代、稽古場借上料、入

場券等販売手数料、国外航空運賃の特別料金、予備費 



別記様式１ 

番   号 
年 月 日 

 
 
置賜文化フォーラム 
会 長  佐 藤  嘉 一  様 

 
 

住所            
申請者                 

氏名又は名称及び代表者氏名 ㊞ 
 
 

共催事業実施申請書 
 
 
下記の事業について、貴フォーラムとの共催としたいので、平成２６年度地域文化振興支援

事業実施要綱の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 
 

記 
 
事業名 
 
 
添付書類 
  １ 事業計画書（別紙１） 
  ２ 収支予算書（別紙２） 
  ３ 団体の概要（別紙３） 
  ４ 規約、役員名簿等 

５ その他参考となる資料 
（地域文化資源活用事業の場合は、会場となる建物の概要が分かる資料） 

 



別紙１ 

 

事 業 計 画（実績） 書 

 
  事 業 名 

 
  目   的 

 
  実施計画（状況） 

 
・日 時 

 
   ・会 場                      予約（未・済） 

 
   ・参加人数（見込み） 

 
   ・主な内容 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

収 支 予 算（決算） 書 
 
収入の部 

（単位：円）         

  
科  目 予算額 決算額 増減 内    訳 

入場（参加）料     

広告料・協賛金等     

     

その他     

共催負担金    置賜文化フォーラム 

自己資金     

合  計     

 
 
 
支出の部 

 
（単位：円） 

 

科  目 予 算 額 決算額 増減 内  訳 

○○費   
  

○○費   
  

○○費   
  

○○費   
  

○○費   
  

合   計   
  

※ 収入と支出の金額が一致するようにしてください。 
※ 申請時は「決算額」、「増減」欄は記載不要です。 
 
 
 
 



別紙３ 

 

団 体 の 概 要 
 
１ 団体名  ○○実行委員会 
 
２ 代表者名 ○○○○ 
 
３ 所在地  〒 
 
４ 担当者名・連絡先（必ず連絡可能なものを記載してください） 
  氏 名 
  住 所（〒    ） 
  電 話 

ＦＡＸ 
  メール 
 
５ 設立年月日 
 
６ 構成団体 ○○の会（○○市）、○○愛好会（○○町）、○○合唱団（○○町） 
 
７ 役員構成 実行委員長 ○○○○（○○の会）、副委員長 ○○○○（○○愛好会） 
 
８ 共催負担金の振込先 
  金融機関名 
  支店名 
  預金種別 
  口座番号 
  口座名義 
 
※６，７については必要事項が分かる書類（実行委員会名簿等）、８については通帳表紙の写

しを添付していただければ、記載不要です。 



別記様式２ 

番   号 
年 月 日 

 
 
置賜文化フォーラム 
会 長  佐 藤 嘉 一  様 

 
 

住所            
申請者                 

氏名又は名称及び代表者氏名 ㊞ 
 
 

共催事業変更承認申請書 
 
 
平成  年  月  日付  号で共催の決定をいただいた下記事業について、事業計画を

変更したいので承認くださるようお願いします。 
 

記 
 
事業名 
 
変更内容 
  ・事業内容の変更（大幅な変更があったとき） 
  ・事業予算の変更（事業費総額の２０％を超える変更があったとき） 
 
変更の理由 
 
 
 
添付書類 
  １ 事業計画書（変更後） 
  ２ 収支予算書（変更後） 
 



別記様式３ 

番   号 
年 月 日 

 
 
置賜文化フォーラム 
会 長 佐 藤  嘉 一  様 

 
 

住所            
報告者                 

氏名又は名称及び代表者氏名 ㊞ 
 
 

共催事業実績報告書 
 
 
平成  年  月  日  号で共催の決定をいただいた下記事業について、事業が終了し

たので、関係書類を添えて報告します。 
 

記 
 
事業名 
 
 
 
添付書類 
  １ 事業実績書（別紙１） 
  ２ 収支決算書（別紙２） 
  ３ チラシ、当日のプログラム等 
  ４ その他参考となる資料 
 

    

 


